
岩監公表第２号 

 

 地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定による監査を行ったので、同

条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり公表する。 

 

   令和６年２月６日 

 

 

                岩沼市監査委員 鎌 田 壽 信 

 

                岩沼市監査委員 佐 藤 一 郎 

 

 

記 

 

1. 定 期 監 査 

 

ア 令和５年９月末日現在における「財務に関する事務の執行及び経営に 

係る事業の管理」について 

 

イ 令和５年度水道事業会計、下水道事業会計、特定公共下水道事業会計の

４月から１１月までにおける建設請負工事等執行状況について 

 

 

2. 財政援助団体等監査結果 

 令和４年度財政援助団体等に対する補助金等の事務事業執行状況につ

いて 

  



定 期 監 査 結 果 報 告 

 

１．監査の対象 

    令和 5年 9月末日現在における「財務に関する事務の執行及び経営に係

る事業の管理」について 

 

２．監査の期日等 

令和 5年 11月 29日 

  市民会館 中央公民館 市民図書館 デジタル化推進室  

グリーンピア管理室 総務課 土木課 

 

令和 5年 11月 30日 

    介護福祉課 健康増進課 議会事務局 選挙管理委員会事務局  

農業委員会事務局 会計課 

 

３．監査等の主な実施内容 

令和 5年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正に、

かつ合理的に行われているかどうかを主眼として、令和 5 年 9 月末日現在に

おける、財務に関する事務及び事業の執行状況等について事前に資料の提出

を求め、関係書類・帳簿等の調査及び照合を行うとともに、担当部（課）長

及び担当職員に説明を求めるなどの方法により実施した。 

 

４．監査の結果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況については、おお

むね適正に、かつ合理的に執行されているものと認められた。 

   なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、別途指導した。 

 

 

 

  



定 期 監 査 結 果 報 告 

 

 

１．監査の対象 

   令和 5年度水道事業会計、下水道事業会計、特定公共下水道事業会計の 4

月から 11月までにおける建設請負工事等執行状況について 

 

２．監査の期日 

   令和 6年 1月 23日 

 

３．監査等の主な実施内容  

   工事等の契約業務及び施工が適正に行われているかどうかを主眼として、

令和 5年 4月から 11月までに請負契約等をされた各種工事について事前に

監査資料（工事請負契約件数 11 件、総額 911,075,000 円）の提出を求め、

その資料に基づき調査を行い、抽出した押分中央線外配水管切廻工事外 6件

の工事について、関係書類・帳簿等の調査及び照合を行うとともに、担当部

(課・所)長及び担当職員に説明を求めるなどの方法により実施した。 

   なお、玉崎浄水場高速沈殿池流入弁更新工事、公共下水道事業二野倉１号

雨水幹線工事及び二木一丁目地内汚水管改良工事、特定公共下水道事業管

渠更生（第 1工区）工事については、資料を基に現地を実査した。 

 

４．監査の結果 

   工事の発注に伴う事務処理及び工事施工については、適正に執行されて

いるものと認められた。 

 

 

  



財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果 報 告 

１．監査の対象 

令和 4 年度財政援助団体等に対する補助金等の事務事業執行状況につい

て 

 

２．監査の期日等 

   令和 5年 10月 26日 

   ・岩沼市自衛隊協力会補助金 

・岩沼市防災士資格取得支援事業補助金 

・岩沼市民交流協会補助金 

・岩沼市コミュニティ推進事業補助金 

・岩沼市移住支援金 

・岩沼市献血推進協議会助成金 

・岩沼市遺族会活動補助金 

・岩沼市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 

・学校給食食材費高騰対策補助金 

・岩沼市商工会活動費補助金 

・岩沼市中心市街地空き店舗活用支援事業補助金 

・公益社団法人岩沼市シルバー人材センター補助金 

・岩沼市納税貯蓄組合活動補助金 

 

３．監査等の主な実施内容 

   公益目的のための財政援助等の機能が有効に発揮されているかどうかを

主眼として、令和 4 年度に補助金等を交付した団体等のうちから、事前に

監査資料の提出を求め、その資料に基づき財政援助等に係る事務について

調査を行うとともに、抽出した上記の補助金等について、担当部（課）長及

び担当職員に説明を求めるなどの方法により実施した。 

 

４．監査の結果 

   財政援助団体等に対する補助金・負担金に係る事務については、おおむね

適正に執行されているものと認められた。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、別途指導した。 


